
企 画 総 務 委 員 会 

令和３年６月２３日 

墨田区個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴～⑼ 〔略〕 

 ⑽ 事業者 法人その他の団体（国、独立

行政法人等（個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５７号）第２条第

９項に規定する独立行政法人等をいう。

以下同じ。）、地方公共団体及び地方独

立行政法人（地方独立行政法人法（平成

１５年法律第１１８号）第２条第１項に

規定する地方独立行政法人をいう。以下

同じ。）を除く。）及び事業を営む個人

をいう。 

（請求に対する決定等） 

第２２条 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 実施機関は、訂正請求、削除請求又は目

的外利用等の中止請求に応ずることと決定

したときは、速やかに、その旨を外部提供

を受けているもの（情報提供等記録の訂正

にあっては、総務大臣及び番号法第１９条

第８号に規定する情報照会者若しくは情報

提供者又は同条第９号に規定する条例事務

関係情報照会者若しくは条例事務関係情報

提供者（当該訂正に係る情報提供等記録に

記録された者であって、当該実施機関以外

のものに限る。））に通知する等必要な措

置をとらなければならない。 

 （苦情処理のあっせん等） 

第２４条の２ 区長は、個人情報の保護に関

する法律第１４条に規定する苦情が適切

に、かつ、迅速に処理されるよう、苦情の

処理のあっせんその他必要な措置を講ずる

ものとする。 

〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 

 ⑴～⑼ 〔略〕 

 ⑽ 事業者 法人その他の団体（国、独立

行政法人等（独立行政法人等の保有する

個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５９号）第２条第１項に規定す 

る独立行政法人等をいう。以下同じ。）、

地方公共団体及び地方独立行政法人（地 

方独立行政法人法（平成１５年法律第１ 

１８号）第２条第１項に規定する地方独 

立行政法人をいう。以下同じ。）を除 

く。）及び事業を営む個人をいう。 

 〔同左〕 

第２２条 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 実施機関は、訂正請求、削除請求又は目

的外利用等の中止請求に応ずることと決定

したときは、速やかに、その旨を外部提供

を受けているもの（情報提供等記録の訂正

にあっては、総務大臣及び番号法第１９条

第７号に規定する情報照会者若しくは情報

提供者又は同条第８号に規定する条例事務

関係情報照会者若しくは条例事務関係情報

提供者（当該訂正に係る情報提供等記録に

記録された者であって、当該実施機関以外

のものに限る。））に通知する等必要な措

置をとらなければならない。 

〔同左〕 

第２４条の２ 区長は、個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５７号）第１

３条に規定する苦情が適切に、かつ、迅速

に処理されるよう、苦情の処理のあっせん

その他必要な措置を講ずるものとする。      

   付 則 

 この条例は、令和３年９月１日から施行する。ただし、第２条第１０号及び第２４

条の２の改正規定は、墨田区規則で定める日から施行する。 



※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部

改正（抄） 

改  正  後 改  正  前   
 （特定個人情報の提供の制限） 

第１９条 何人も、次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、特定個人情報の提供を

してはならない。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 個人番号関係事務実施者が個人番号関

係事務を処理するために必要な限度で特

定個人情報を提供するとき（第１２号に

規定する場合を除く。）。 

 ⑶ 〔略〕 

 ⑷ 一の使用者等（使用者、法人又は国若

しくは地方公共団体をいう。以下この号

において同じ。）における従業者等（従

業者、法人の業務を執行する役員又は国

若しくは地方公共団体の公務員をいう。

以下この号において同じ。）であった者

が他の使用者等における従業者等になっ

た場合において、当該従業者等の同意を

得て、当該一の使用者等が当該他の使用

者等に対し、その個人番号関係事務を処

理するために必要な限度で当該従業者等

の個人番号を含む特定個人情報を提供す

るとき。 

 ⑸～⒄ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１９条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 個人番号関係事務実施者が個人番号関

係事務を処理するために必要な限度で特

定個人情報を提供するとき（第１１号に

規定する場合を除く。）。 

 ⑶ 〔略〕 

   〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑷～⒃ 〔略〕 
  

【施行期日】令和３年９月１日 

 

※ 個人情報の保護に関する法律の一部改正（抄） 

改  正  後 改  正  前   
（国の機関等が保有する個人情報の保護） 

第８条 国は、その機関が保有する個人情報 

の適正な取扱いが確保されるよう必要な措 

置を講ずるものとする。 

２ 国は、独立行政法人等について、その保 

有する個人情報の適正な取扱いが確保され 

るよう必要な措置を講ずるものとする。 

 （苦情の処理のあっせん等） 

第１４条 〔略〕 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第１３条 〔略〕 
  

【施行期日】公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日 


